
 

勤勉手当に係る支給月数の改正について（案） 

 

 

１ 令和元年度に支給する期末手当及び勤勉手当の支給月数 

（１）一般職員（再任用職員以外の職員） 

  ６月 １２月 ３月 計 

期末手当 １．１５ 月 １．２０ 月 ０．２５ 月 ２．６０ 月 

勤勉手当 ０．９５ 月 １．１０ 月 － ２．０５ 月 

計 ２．１０ 月 ２．３０ 月 ０．２５ 月 ４．６５ 月 

 

 

（２）一般職員（再任用職員） 

  ６月 １２月 ３月 計 

期末手当 ０．６５ 月 ０．７０ 月 ０．１０ 月 １．４５ 月 

勤勉手当 ０．４５ 月 ０．５５ 月 － １．００ 月 

計 １．１０ 月 １．２５ 月 ０．１０ 月 ２．４５ 月 
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２ 令和２年度以降に支給する期末手当及び勤勉手当の支給月数 

（１）一般職員（再任用職員以外の職員） 

  ６月 １２月 ３月 計 

期末手当 １．１５ 月 １．２０ 月 ０．２５ 月 ２．６０ 月 

勤勉手当 １．０２５月 １．０２５月 － ２．０５ 月 

計 ２．１７５月 ２．２２５月 ０．２５ 月 ４．６５ 月 

 

 

（２）一般職員（再任用職員） 

  ６月 １２月 ３月 計 

期末手当 ０．６５ 月 ０．７０ 月 ０．１０ 月 １．４５ 月 

勤勉手当 ０．５０ 月 ０．５０ 月 － １．００ 月 

計 １．１５ 月 １．２０ 月 ０．１０ 月 ２．４５ 月 

 

 


